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※その他の支援につきましては、同封チラシ及び当所HPをご覧いただき、
　お手数ですが、アンケート調査にご協力をお願いします。
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融資対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を直接的に又は間接的に受け、直近1か月の売上
高又は売上高総利益額（以下、売上高等）が、前年同月又は2年前同月の売上高等に
比べて減少している中小企業者。

使途・限度額 運転資金　5,000万円

融資期間・利率 3年　年1.2％

信用保証金 0.38％〜1.74％　※県が契約時の保証料を全額補助し、中小企業者の負担は０

据置期間 最長１年

担保 原則として要しない。

保証人 原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。

無担保信用保証枠
中小企業の実態を踏まえ、愛知県信用保証協会が認めれば、無担保保証枠の利用が
8,000万円以上の中小企業者でも、更に、本制度の融資限度額5,000万円を全て無
担保で保証することも可能。

責任共有制度 対象

申込先 県融資制度取扱金融機関の県内各店舗

その他 他の資金の借換のために、本資金は利用できません。

問い合わせ先

愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課　融資グループ
TEL：052-954-6333
愛知県信用保証協会　新型コロナウイルスに関する経営相談窓口
TEL：0120-454-754（信用保証について）

 「新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金」について （愛知県）

雇用調整助成金の特例について （厚生労働省）

新型コロナウイルスへの
対応に関するお知らせ

特例の対象となる事業主

実施期間

概要

追加の特例措置の内容

既に講じている特例措置の内容

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは

その他の支給要件

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。

休業等の初日が、令和２年１月24日から令和２年７月23日までの場合に適用します。

1新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が６か月未満の労働者についても助成対象と
します。

2過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします
　（支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません）。

3令和２年1月24日以降の事後提出が、令和2年５月31日まで可能です。
4生産指標の確認期間を３か月から１か月に短縮しています。
　※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。
5事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象としています。
　※生活指標の確認は提出があった月の前月と令和元年12月と比べます。そのため12月実績は必要となります。
6最近３か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています。

以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合
は助成対象となります。

❶取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小
してしまった場合。

❷労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小した場合。
❸労働者が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、事業活動が縮小した場合。
❹小中学校の休校により、大半の労働者が長期的に休暇を取得することより、生産体制の維持等が困難になり営業を中止

した場合。

その他、雇用保険の適用事業所であること等の支給要件があります。詳細については最寄りの労働局
の助成金相談窓口にお尋ねください。

LL020304企01

重 要

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対し
て一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一
部を助成するものです。

●新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業の方々に、短期の運転資金を確保していただく「つ
なぎ資金」です。

●イベント・予約キャンセル、材料調達・出荷に支障が生ずるなど、間接的な影響を受ける中小企業の方々
もご利用いただけます。

●契約時の信用保証料を、県が中小企業の方々に代わって全額負担します。

2020年3月9日（月）から2020年8月31日（月）まで
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№ 事業所名 代表者 住　所 事業内容等 所属部会

1 髙須設備 髙須 伊織 横根町 給排水衛生設備工事業 建設業

2 ㈱TOP CRAFT 竹内 正幸 北崎町 金属・機械塗装業 製造業

3 Early Café 有留 範親 半田市 飲食(移動販売) 商業

4 ちば興業 千葉 智也 米田町 電気工事業 建設業

5 理容わかこ 伊藤 仁美 東新町 男性調髪 
女性顔そり 商業

6 ㈱Hプランニング 神谷 恵美子 共和町 広告代理業 商業

7 (有)ネットサポート 山口 元 知多郡 
東浦町 電気通信工事 建設業

8 浜島工業 浜島 直也 北山町 建物解体 建設業

9 波 HAIR SALON 深谷 奈美 共和町 美容業 商業

10 (医)志鳳会 山本 敦史 東新町 整形外科 情報・物流・ 
サービス業

11 クラウス・マッファイ・ 
ジャパン㈱ 鷹巣 公生 追分町 機械製造業 製造業

12 オフィス グッドヒル 吉岡 成 東海市 電気工事 建設業

13 魚が美味しい貝が旨いお店 瀧 深谷 高雄 中央町 飲食（魚介類） 商業

14 ㈱スタッフ東海 大野 厳男 名古屋市中区 人材派遣 情報・物流・ 
サービス業

令和 2 年 3 月末会員総数　1,695※他加入事業所 4 件

期間：令和元年11月7日～令和2年3月3日 （敬称略）

令和元年度  新入会員  〜よろしくお願いします〜

日頃は、当商工会議所の運営にご理解とご協力を頂き、誠に有難うございます。
さて、既にお届け頂いている従業員数及び資本金額他、登録内容について変

更のある企業・事業所は、令和2年4月1日現在の従業員数等をお届け下さいま
すよう、お願い申し上げます。

なお、令和2年4月末日までに届出がない場合は、現行のままとさせて頂きます。
※引落口座の名義変更のある方につきましても、下記担当までご連絡下さい。

東海地域のグローバル化促進を図ることを目的に、グローバル人材と企業を繋げる就職フェアを実施いたします。日本企業へ
の就職を希望している外国人留学生や多言語能力を有する日本人学生など、グローバル人材に特化した就職フェアです。

是非 グローバル人材とのマッチングの場や、企業PRの場としてご参加下さい。

当所では、大府市内で事業を営まれている方のお悩み事を解決する為、様々なサポートをご用意しています。
最近事業を始められた方、これから事業を始める方、地域とつながりたい方、普段利用するお店、取引先や同業者等。
こんな方がお近くに見えたら、是非、ご紹介下さい！

会費に係る従業員数並びに資本金額等変更届出のお願い

担　当  大府商工会議所　総務企画課　TEL.0562-47-5000

INFO

INFO グローバル人材就職フェア２０２０  出展企業募集！

日　時  8月1日（土）　受付（12：30～）　企業PR（13：00～14：00）　企業説明会（14：10～16：30）
場　所  名古屋商工会議所ビル ２Ｆホール
対　象  外国人留学生及び語学力のある日本人学生（150名予定）
費　用  3万円/1企業（募集予定企業 18社 ※予定社数に達し次第、締め切り）
問合せ  一般社団法人　東海国際交流促進会
担　当  鄧

トウ
  携帯080-5110-5885　https://giatokai.com

近年、従業員の健康を経営的な視点で捉える取り組みとして「健康経営」が広がって
います。この度、当商工会議所は健康経営優良法人2020(中小規模法人部門)に認定さ
れました。

全国で6,204法人(大規模法人部門1,481法人、中小規模法人部門4,723法人)が認
定されました。

当商工会議所の会員企業も約20社認定されております。
大府市内企業の持続的な経営の実現に向け、今後関係団体と連携を図りながら健康

経営についても普及・支援をして参ります。

健康経営とは
従業員の「健康管理」を経営的視点で考え、戦略的に実践していくことです。従業員の活力・生産性向上により組織が活性

化され、企業価値および業績の向上へつながることが期待されています。

健康経営優良法人認定制度とは
経済産業省が行う、特に優良な健康経営を実践している企業を顕彰する制度です。健康経営に取り組む企業を「見える化」

することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組ん
でいる企業」として社会的評価を受けることができる環境の整備を目標としています。「大規模法人部門」と、「中小規模法人
部門」の2つの部門により、認定しています。

健康経営優良法人2020に認定されました！

会員増強を推進しています！
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これまでの限度基準告示による上限は、罰則による強制力がなく、また特別
条項を設けることで上限なく時間外労働を行わせることが可能でした。今回
の改正によって、罰則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な
事情がある場合にも上回ることのできない上限が設けられます。

時間外労働の上限規制
2019年4月1日から「働き方改革関連法」が施行されました！

（中小企業2020年4月1日から施行）

時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されました。さらに、臨時的な
特別な事情がある場合にも上回ることができない上限が設けられました。

時間外労働の上限規制の施行に当たっては、経過措置が設けられています。

中小企業への時間外労働の上限規制の施行は2020年4月からです。

労働者の健康管理の観点から労働時間の適切な把握が求められます。
 （労働安全衛生法の改正）※中小企業にも2019.4から適用

■今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなけ
ればこれを超えることはできません。

■上限規制の施行に当たっては経過措置が設けられており、2019年4月1日（中小企業は2020年4月1日）以後の期間のみ
を定めた36協定に対して上限規制が適用されます。2019年3月31日を含む期間について定めた36協定については、そ
の協定の初日から1年間は引き続き有効となり、上限規制は適用されません。

■時間外労働の上限規制の施行は、大企業は2019年4月1日ですが、中小企業は1年間猶予され2020年4月1日施行となり
ます。

■長時間労働者に対する医師による面接指導※の適切な実施を図るため、労働時間の状況を適切に把握することが求められ
ています。今回の法改正により、従来対象外となっていた管理監督者やみなし労働時間制が適用される労働者についても、
労働時間の状況を把握する対象となりました。

■上記に違反した場合には、罰則（6か月以下の懲役または30万円以下の罰金）が科されるおそれがあります。

■臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）でも、以下を守らなければなりません。

■中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかが以下の基準を満
たしていれば、中小企業に該当すると判断されます。なお、事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。

■労働時間の状況の把握は、タイムカードによる記録、PC等の使用時間の記録等の客観的な方法や使用者による現認が原
則となります。これらの方法をとることができず、やむを得ない場合には、適正な申告を阻害しない等の適切な措置を講
じた上で自己申告によることができます。

■事業者は、労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存する必要があります。

◦時間外労働が年720時間以内
◦時間外労働と休日労働の合計が単月100時間未満
◦時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が
　全て1か月当たり80時間以内
◦時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

特別条項の有無に関わらず※、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、単月100時間未満、2〜6か月
平均80時間以内にしなければなりません。

※例えば時間外労働が45時間以内に収まって特別条項にはならない場合であっても、時間外労働＝44時間、 
　休日労働＝56時間、のように合計が単月100時間以上になると法律違反となります。

※面接指導の対象となる労働者の要件についても、「時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認めら
れる者」に拡大されました。

※労働時間の把握についての詳細は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に示されて
います。

POINT

POINT

POINT

POINT

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html

働き方改革の推進に向けた相談窓口が開設されています！

名　称 愛知働き方改革推進支援センター 電話番号 0120-552-754

住　所 名古屋市千種区千種通り7-25-1　サンライズ千種 3階（タスクール内）

業　種 資本金の額または出資の総額

または

常時使用する労働者数

小　売　業 5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸　売　業 1億円以下 100人以下

そ　の　他
（製造業、建設業、運輸業、その他） 3億円以下 300人以下

※この他にも、法令解説が厚生労働省のHPに記載されています。

法
定
外
労
働

改正前 改正後

95

45時間

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12（月） （月）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

80時間

大臣告示による上限
（行政指導）
月 45 時間
年360時間

法律による上限
（原則）

月 45 時間
年360時間

（時間）

0

45
時間

100時間

65 50

95

65

80

法律による上限（特別条項/年6か月まで）
●単月100時間未満※　●年720時間　●複数月平均80時間※　※休日労働を含む

法定労働時間
1日8時間 週40時間

上限なし
年間6か月まで

法定労働時間
1日8時間 週40時間

法
定
労
働
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「橋本実践塾」第4ステージの成果発表がそれぞれのグループ毎に実施
されました。会場会社の経営者や管理者、製造業部会の笹田第一分科会
長（㈲山本鈑金）と橋本塾長の立会いのもと、各リーダーが2S（整理・整頓）
活動を中心とした改善活動の成果を発表するとともに、他の塾生一人ひ
とりが今回の活動に対する感想を述べ、改善プロセスを共有しました。

作業台下にあった不要な工具を撤去して、必要な工具
のみを収納。マシニングセンターの切粉が飛ぶのでカ
バーを設置して工具置場に切粉が入らないようにした。
工場内プレハブ横に使用していない備品を撤去してプ
レハブ拡張のために必要なスペース7㎡を確保した。

材料を乱雑に置いていたが、仕切りを作り、種類・長さ・
厚みで分類し、材料の取出しを容易にした。
1m以上の置場では、上側からサイズ確認できるように
した他、左の使用頻度の少ない材料もサイズを表示し
て取出しやすくした。

スチールテック（株）の現場で4回の改
善活動を実施し、1月21日に成果発表会
を行いました。

（株）鬼丸の現場で4回の改善活動を実
施し、1月28日に成果発表会を行いまし
た。

リーダー各務大史さんの成果発表と感想 リーダー鬼丸 剛さんの成果発表と感想
以前から手をつけられなかったことができて良

かった。普段から不要なものは、溜めないようにし
たい。

ただ雑然とおいてあるだけでしたが、全員で整理
整頓したことで、探す時間短縮だけでなく、材料のム
ダ排除に繋がった。

「橋本実践塾」

「未完」の活動 「ロケットカイゼンマン」の活動
第１
グルー

プ

第4
ステージ

第2
グルー

プ

今回の活動成果からの抜粋 今回の活動成果からの抜粋

活動報告

今回からは、実際の支援事例についてご紹介したい
と思います。

現経営者も高齢になり、そろそろ代替わりを考えつ
つも「何から始めたらいいかわからない」ということで
した。背景には、1）個人事業主ゆえに「個人資産と会社
資産が入り組んでいること」、2）後継は子息が兄弟で
担っているものの「誰を中心に、とは一概に言えない」
などがあって、まずは第三者に落ち着いて話を聞いて
もらおうということになったようです。

そこで、「図1」にもとづいて、じっくり耳を傾けました。
すると、子供たちが「一致団結して引き継ぎたい」「業務
の分担は、それなりに分けている」「格差は設けたくない」

「業種的には厳しいが、規模や売り上げの目標は高めて
いきたい」「職人技については、社長も今は安心して任
せている」「顧客の半分は子息の代に移った」…など、背
景が見えてきました。

それに応じて、経営の専門家である中小企業診断士
を5回派遣し、計画化しました（図2の例）。成長の道筋
が見えてきて、「法人化をゴールにし、資産や体制の整
備を進める」こととなりました。

その後は、経営の面のみならず、お金についてもすっ
きりしたようで、今後の相続に向けた事前準備も少し
ずつ進んできており、顧問税理士とも話をされている
ようです。

事業承継というと、どうしても「お金」の話が先に立
ちやすいですが、本質は「仕事の安定的な引継ぎ」です。

事業承継に臨む中で、考えておきたい側面

事業承継計画表（例）

図 1

図 2

（出典：中小機構「事業承継マニュアル」）

事業承継の話は、なにも
 「お金」ばかりじゃない①
 【個人事業主編】

Vol.2 あいち産業振興機構
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愛知県中小企業共済 検索 

経営者・従業員のための、あんしん補償！

                                      

0120-00-9967 

♦  
♦ 

入院 日 円 、他
通院 日 円 、他

相談先  愛知労働局雇用環境均等室　TEL.052-857-0312

　女性活躍推進法では、女性の活躍推進の取組を着実に前進させ、豊かで活力
ある社会の実現を図るため、常時雇用する労働者数が301人以上の企業に対し、
❶自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
❷❶を踏まえた一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表
❸一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局に提出
❹自社の女性の活躍に関する情報の公表
を義務付けていますが、以下が改正されますので、準備・対応が必要です。

アダプトプログラムとは、大府市の公共施設、例えば、公園や歩道のごみ拾いや除草をしたりするボランティ
ア活動のことです。

何人から参加できるの？…２人以上のグループであれば企業でも、家族でも、お友達同士でも可能です。
活動する場所は？…皆さんで作業する場所と活動の頻度を決めることが出来ます。
参加方法は？…指定の用紙に必要事項を記入して、市役所協働推進生涯学習課に提出するだけです。
　　　　　　  市とグループと合意書を交わします。

職場の仲間と気軽にボランティア始めませんか？
〜大府市公共施設養子縁組制度（アダプトプログラム）〜

問合せ先  大府市協働推進生涯学習課　TEL.0562-45-6215 市ホームページＱＲコード

市から大府市指定
ごみ袋を配布します！

女性活躍推進法について  〜女性が輝く社会の実現に向けて〜

INFO

天然温泉かきつばた
〒448-0007 刈谷市東境町吉野５５番地 
          （伊勢湾岸自動車道 刈谷ハイウェイオアシス内） 

営業時間 9：00～23：00（最終受付 22：15） 

休館日 毎月15日（土・日・祝の場合は翌平日） 

URL  http://www.kakitsubata-spa.com/ TEL 0566-35-5678  

従業員がモチベーションを維持しつつクオリティーの高い 
 

仕事をするために『魅力ある社員食堂』をご提案します。 

社員食堂の導入メリット 
 

１．労働意欲アップ！ 

２．従業員の健康を管理 

３．優秀な人材を確保 

美味しい献立を生み出す

栄養士チーム！

〒474-8505 大府市共栄町七丁目１番地の１ 

※「天然温泉かきつばた」は愛協産業株式会社が運営しています 

愛協産業株式会社

TEL 0562-48-5849  

URL  http://www.aikyosangyo.co.jp 担当：食品部  

FAX 0562-48-1431  

魚が美味しい貝が旨いお店  瀧 ［代表］ 深谷 高雄

住　所  大府市中央町4-43
営業時間  17:30～23:00
定休日  日曜日、月2回（月曜日）

季節の魚貝類と日本酒の鮮魚居酒屋

当店は店主が直接、市場で仕入れ
た季節の魚、貝、野菜料理をご提供し
ています。定番のお刺身から希少な
魚貝類もとりそろえております。

各地の日本酒も豊富です。
カウンタースタイルなので、ひと

りでも気軽に入れる雰囲気です。
開業4年目になりますが、地域に愛

されるお店作りをしていきたいと思っ
ておりますので、よろしくお願いい
たします。

会員
の
広場

0562-44-1144☎︎

※但し、一度掲載された企業・事業所はご遠慮ください。
「会員の広場」
掲載企業・事業所

募集中 ！

1. 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大（令和4年4月1日施行）

上記❶〜❹の義務の対象が、101人以上の事業主に拡大されます。

2. 女性活躍に関する情報公表の強化（令和2年6月1日施行）

常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について
（1）職業生活に関する機会の提供に関する実績
（2）職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
　  各区分から、1項目以上公表する必要があります。

3. 特例認定制度の創設（令和2年6月1日施行）

女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主への認定（えるぼし認定）よりも水準の高い「プラチナえるぼ
し」認定が創設されます。
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中小企業相談所まで、ご相談下さい！

☎︎（0562）47-5000

新型コロナウイルス感染症の終息が見込めない中、3月20日（金）から4月12
日（日）に予定しておりました大府市制50周年記念事業「おおぶ 桜ハナモモ花め
ぐり」は、感染拡大を避ける為、中止いたしました。

この記念事業を楽しみにされていた方も数多くいらっしゃると思いますが、
何卒ご理解とご了承の程 よろしくお願い申し上げます。

「おおぶ桜ハナモモ花めぐり」中止のお知らせ

無　料

要予約定例個別相談のご案内

日　時  4 月10 日（金）
　　　 ❶ 13：30 ～　❷ 14：00 ～　❸ 14：30 ～　❹ 15：00 ～
開催場所  大府商工会議所 1 階相談室　 相談員  税理士及び公認会計士

税務経理相談

日　時  4 月20 日（月） 10：00 ～12：00　 開催場所  大府商工会議所 1 階相談室
相談員  日本政策金融公庫 熱田支店　国民生活事業　担当者

日本政策金融公庫金融相談

日　時  4 月28 日（火） 13：30 ～15：30　 開催場所  大府商工会議所 1 階相談室
相談員  愛知県信用保証協会　経営支援部　担当者

愛知県信用保証協会金融相談

日　時  4 月10 日（金） 14：00 ～15：00　 開催場所  大府商工会議所　 相談員  弁理士
知的財産相談

※上記相談は、開催前日の午前中までに、必ずご予約下さい。（ご予約がない場合は、開催されません。）

社会保険相談
日　時  ご連絡いただいてから、相談日を決定します。　 開催場所  大府商工会議所 1 階相談室
相談員  （公財）あいち産業振興機構専門員　 愛知県弁護士会所属弁護士　 社会保険労務士

下請取引斡旋相談 経営法務法律相談

日　時  4 月 8 日（水） 、4 月22 日（水）13：00 ～16：00　 開催場所  大府商工会議所 1 階相談室
相談員  （公財）住宅リフォーム・紛争処理センター　増改築相談員

住宅修繕相談

大府商工会議所  〒474-8503  大府市中央町5-70　［TEL］ 0562-47-5000　［E-mail］ info@obu-cci.or.jp発行所


